
保留地販売媒介制度のご案内（媒介業者向け）

保留地販売媒介制度とは、保留地（区画整理事業により新たに生み出された宅地）の購

入希望者に対して、宅地建物取引業者の皆様から無料で物件の案内をしていただき、売買

契約締結及び保留地引渡し完了後に市から媒介手数料をお支払いするものです。

メリット

【宅地建物取引業者】

⇒保留地の販売を媒介することで、市から媒介手数料を受け取ることができます。

【購入希望者（購入者）】

⇒宅地建物取引業者から、無料で物件の紹介を受けることができます。

必要書類（媒介業者）

下記の書類をご記入の上、申請窓口へ提出してください。

申請窓口

申請窓口は、下記のとおりです。

書類の名称 個人 法人

保留地処分媒介申請書（様式第３号） 〇 〇

暴力団排除に関する誓約書兼照会同意書（個人用）（様式第４号） 〇 -
暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書（法人用）（様式第５号） - 〇

身分証明書、住民票 〇 -
商業・法人登記 - 〇
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